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　除雪は限られた時間・人員・
機械でできるだけ早く道路の通
行を確保するため、雪を道路の

両側へ振り分ける「振り分け除雪」を行っ
ています。そのため、振り分けた雪の一部
が家の前に残りますので、各ご家庭での除
雪にご協力をお願いします。

　道路にまく滑り止め用の焼き
砂を無料配布しています。詳し
くは、広報おびひろ12月号の折

り込みチラシを確認して
ください。
　また、町内会への支援
制度については、下記を
確認してください。

　排雪作業は、安全を確保しながら路肩の
雪を削り、ダンプトラックに積んで運搬
するなど、時間を要するとともに、多く

の人員と機械を必要と
します。このため、通
行量の多い幹線道路や、
見通しが悪く危険性の
ある雪山がある通学路
などを優先し、排雪し
ています。

帯広市の除雪帯広市の除雪
道路維持課（南町南６線、道路車両センター内、☎48・2322）問い合わせ

　今年も降雪のシーズンを迎えました。除・排雪への、ご理解とご協力をお願いします。
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日中の除雪は交通渋滞を招き、重大な事
故につながる恐れがあるため、基本的に
は行いません（雪による交通障害が生じ
ている場合を除く）。

安全で円滑な除雪のために

町内会への支援制度

　除雪は、皆さんが安心して通行できる道路を確保する
ために欠かせない作業です。
　市は安全で円滑な除雪のために、右表のとおり除雪を
行っています。
　除雪作業中は、作業車の走行や雪の搬出などで、ご不
便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　いずれも帯広市町内会連合会が代表者となって契約する「町内活動中傷害保険」への加入が
必要です。申し込みは市ホームページを確認するか、道路維持課に問い合わせください。

　雪山で狭くなった町内の歩道や
ごみステーション周りなどの除雪
を行うための小型除雪機を貸し出
します。

令和７年２月の大雪対応を検証し、第二次帯広市総合除雪基本計画を一部
改訂しました。その中から今後の主な取り組みを三つ紹介します。

受付期間：令和８年２月20日㈮まで
　　　　　（先着順・予算額に達し次第、受付終了）
　　　　　事業実施の２週間前までに申請してください。

除雪後に雪が家の前に残っ
ているのはなぜ？

市から除雪の支援はないの？
交差点の雪山で見通しが悪くなって
いるため、早く排雪をしてほしい。

▲小型除雪機

▼市ホームページ

▼市公式LINEメニュー

12月ごろこの画面に
表示切り替え予定

2025シーズン
▼除雪出動情報 ▼市公式LINE

降雪時の１日のスケジュール除雪の基本（新雪時）

  いつするか 降雪量が10〜15cm
を目安に判断

気象情報やパトロールによる
現地状況なども参考に判断し
ます。

  作業時間 約10時間
渋滞や事故を防ぐため、交通
量の少ない夜間から早朝にか
けて行います。

  除雪する
　　距離

約1800km
帯広から鹿児島県屋久島まで
に匹敵する距離を一晩で除雪
します。

 除雪方法 振り分け除雪
道路に降り積もった雪を振り
分け、路肩に寄せます。

貸出実施期間 12月１日㈪〜令和８年３月31日㈫

受 付 期 間 12月１日㈪まで（申し込み多数の場合は抽選）
（�受付期間終了後も空きがあれば受付可能）

貸 出 期 間 １シーズンにつき１回、２週間以内

貸 出 台 数 原則１町内会あたり１台

使 用 料 無料（燃料代、保険料は町内会負担）

No. 補助事業名 内容 補助限度額

１ 小型除雪機械購入事業 小型除雪機械を購入するときの費用の半
額を補助

22万円以内
（１町内会当たり１台まで）

２ 小型除雪機械借上事業 小型除雪機械を借り上げるときの費用の
半額を補助 １年につき４万8000円以内

３ パートナーシップ排雪事業 業者に依頼し、排雪をするときの費用の
半額を補助 １km当たり38万円以内

４ 町内あき地利用事業 町内にある遊休地を雪堆積場として活用す
る場合、地主へ支払う謝礼の半額を補助 ２万円以内
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よくある除雪の疑問に答えます

▲排雪作業の様子 ▲焼き砂

除・排雪の
優先順位を整理

国や北海道、
交通事業者など
との連携強化

情報発信について

大雪時の除雪について
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３

パートナーシップ除雪事業補助金小型除雪機貸出制度

　大雪時は国道や道道と接続する幹線道路などを優先して除雪します。また、大雪により交通障害が発生した場合、早期に解消する
ため、路線バスの運行経路のほか、小中学校・義務教育学校周辺の歩道や学校給食の運搬路を最優先に排雪を行います。

　大雪への対応が必要となった際の円滑な情報共有や、排雪ダンプなど機材の
確保、排雪支援などについて、国や北海道、関係団体などと連携を強化します。

　除・排雪の予定や状況など問い合わせの多い内容については、市公式ホーム
ページや市公式L

ライン

INEで、より詳細な情報を提供します。併せて、市民の安全確
保のため、不要不急の外出自粛について周知します。


